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Ⅰ．地区計画のあらまし

１．地区計画とは

地区計画とは、都市計画法第 12 条の 4 第 1 項に規定する計画の１つで、地区を単位として、

地区の特性にふさわしい良好な市街地環境の整備や保全を図るため、新たな道路の整備や建築物

の壁面の位置の制限などを定め、対象地区の状況に応じたきめ細かなまちづくりを行うものです。

２．地区計画の構成

地区計画は次の内容で構成されます。（都市計画法第 12 条の 4、5）

■地区計画の⽬標及び⽅針

まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の

方針を定めます。

■地区整備計画

まちづくりの具体的な内容を定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区

域のうち、必要な区域に、道路、公園、広場などの配置や建築物に関する制限などを定めま

す。

３．地区計画策定のメリット

地区計画は、良好な住環境を守るため、あるいは道路整備の遅れた地区において幅員 4m 未満

の道路の整備を図るためなど、特定の地区の課題解決や魅力向上を目的として活用されています。

例えば、道路が全く整備されておらず、未接道敷地が多く存在しているため、建築ができない

ことが課題となっている地域があります。このような場合に、地区計画を策定し、新規道路を位

置付けることで住宅地としての土地利用が可能となるなどのメリットがあります。

土地の利用価値の向上

道路を広く整備するなど、宅地として利用

しやすくするよう計画。

土地を所有する方の負担

少しずつ土地を提供

⇒建物の新築や建替えの際に、敷地・道路の

境界線から後退して建物を建てる。

地区内に新規道路又は拡幅道路を計画することで、開発行為や建替え等に合わせ、
時間をかけて整備を進めることができます。

■地区計画のイメージ図
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Ⅱ．石曽根地区計画の解説

１．まちづくりの方針について

《地区計画の目標》

石曽根地区（以下、本地区）は、武豊町の中央部に位置し国道 247 号に隣接する地区であり、

今後一層の土地活用が望まれる地区です。

しかしながら、本地区内には道路に接しておらず、住宅地としての土地利用が図りにくい土地

が残存している状況にあります。

そこで本計画では、未接道敷地を解消し、本地区の良好な住環境の創出に向け、有効な⼟地活

用を図ることを目標とします。

１）⼟地利⽤の⽅針

本地区は、既存の戸建て住宅や未接道敷地の解消後の宅地開発による住宅を中心とした良

好な環境の創出及び維持、向上を図ります。

２）地区施設の整備⽅針

本地区は、地区施設として地区の利便性向上のために骨格道路、拡幅道路を位置づけており、

さらに、未接道敷地の解消のために区画道路を位置づけています。

３）建築物等の整備⽅針

建築物等は本計画の目標の実現のため、壁面の位置の制限と壁面後退区域における工作物

の設置の制限を行います。

２．地区施設（道路）の位置づけ

本計画の目標である、良好な住環境の創出に向けた有効な土地活用を図るため、本地区では地

区施設として、骨格道路、区画道路及び拡幅道路を定めています。

開発行為や建築を行う場合は、地区施設の築造の妨げにならないよう、本計画に則した開発行

為・建築を行ってください。

■⾻格道路

地区の利便性向上のために町が整備を行う、地区内の交通の骨格となる道路です。

■区画道路

未接道敷地の解消のために町が整備区域を指定し、道路整備が必要な方が新たに築造する

道路です。住宅地の形成に合わせ、必要に応じて整備を行うものです。

■拡幅道路

幅員４ｍ未満の既設道路について、緊急車両等の円滑な走行のため、建築や建替えに合わせ

て、「建築行為等に係る後退敷地に関する指導要綱」に基づき、敷地を後退していただき、道

路幅員４ｍを確保していくものです。

地区施設 整備主体 位置 整備計画

⾻格道路 町 4 ページで図⽰ ・幅員6.5ｍ ・延⻑約190ｍ

区画道路 道路を必要とする⼈※ 4 ページで図⽰ ・幅員6.0ｍ ・延⻑約390ｍ

拡幅道路 ⼟地所有者
幅員4ｍ未満の既存道路

（4ページで図⽰）
・道路中⼼から２ｍ後退

※⽔道引込⼯事費⽤や道路築造費⽤等が⾃⼰負担になります。
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３．地区計画による建築物等に関する制限項目

本地区では地区施設の整備の実現性を確保するため、建築物等に関する制限を定めています（都

市計画法第 12 条の 5）。

また、本計画の制限項目としている事項は一部建築基準法関連条例として定めており、建築確

認の審査対象となります（建築基準法第 68 条の 2、知多都市計画武豊町地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例）。

１）壁面の位置の制限

本地区では、未接道敷地の解消のための道路空間を

確保するため、壁面の位置の制限を定めています。これ

により、区画道路の中心より両側水平方向に３ｍ以内

に壁面などを設置してはいけません。

壁面の位置の制限の対象となるものは、建築物の外

壁又は建築物の外壁に代わる柱、また、門や塀なども制

限対象となっています。

また、道路空間の確保を目的としていることから、ご

み置き場や建築設備（受水槽、キュービクル等）、ベラ

ンダ、バルコニー、屋外階段、開放廊下、袖壁、出窓等

の道路空間の確保を妨げる設置物などについても同様

に区画道路の中心線より両側水平方向に３ｍ以内に設

置してはいけません。

【制限対象例】

設置可 ―

設置不可 建築物の外壁、軒、玄関ポーチ 等

２）壁面後退区域における工作物の設置の制限

本地区では、壁面後退区域（壁面の位置の制限が定め

られた区域）について、工作物の設置制限を定めていま

す。地区施設に位置付けられている区画道路の中心よ

り水平方向に３ｍ以内には工作物を設置してはいけま

せん。

工作物とは擁壁や、物置等の小型倉庫、カーポート、

太陽光発電設備などの人工物を指します。

【制限対象例】

設置可 容易に動かせるフラワーポット 等

設置不可 門柱、柵、コンクリートブロック 等

区画道路の
中⼼から両側３ｍ

出窓やベランダ等についても区画道路の中⼼から
両側3ｍの範囲に設置してはいけません

壁⾯や柱等を区画道路の中⼼から
両側3ｍの範囲に設置してはいけません

３ｍ ３ｍ

⼯作物についても区画道路の中⼼から
両側3ｍの範囲に設置してはいけません

区画道路の
中⼼から両側３ｍ

⼯作物を配置する場合は区画道路の
中⼼から両側に３ｍの範囲に
重ならないように配置してください

倉
庫 建

築
物

倉
庫

３ｍ ３ｍ
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４．地区計画の方針図

対象地区
地区施設（既設道路・拡幅道路）
地区施設（新規道路・⾻格道路）

地区施設（新規道路・区画道路）

浦島川

区画道路は未接道敷地上に設定されているため、既存の建物への影響はありませ
ん。また、区画道路の計画線は未接道敷地上で位置を変更する可能性があります。

地区施設の整備⽅針

未接道敷地の解消のため、地区施設とし
て骨格道路や拡幅道路、区画道路を位置づ
けています。

建築物等の整備⽅針

建築物等は本計画の目標の実現のため、壁
面の位置や工作物の設置の制限を行います。

⼟地利⽤の⽅針

本地区は、既存の戸建て住宅や、未接道敷地の解消後の宅地開発による住宅を中心とした
良好な環境の維持、向上を図ります。
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Ⅲ．地区計画区域内における手続き等について

１．事前相談について

本地区では、地区施設として道路を位置付けており、区画道路にかかる土地に対して様々な取

り決めが定められています。その取り決めの内容に適合しない場合、開発や住宅の建築等ができ

ない可能性がありますので、宅地の造成や建物の建築、工作物の設置、土地の売買・相続などを

検討される際は、検討内容が分かる資料をお持ちの上で役場都市計画課に事前にご相談ください。

■事前相談が必要となる⾏為

①宅地の造成

②建物の建築

③工作物の設置

④土地の売買・相続 など

また、地区計画の内容と異なる道路計画にて開発行為等を行う場合、町が地区計画の変更手続

きを行うため、1年ほど工事の着手ができない可能性があります。

２．事前協議について（上記、事前相談にて事前協議が必要となった場合）

① 開発許可の申請（都市計画法第 29条）を伴う⼯事については、都市計画法第 32条に基づく事前

協議の中で、地区計画による建築制限を踏まえた⼯事計画を作成していただく必要があります。【手続き

の流れは７ページのフローを参照】

②開発⾏為以外（開発許可を要しない）の⼯事については、事前相談において事前協議が必要と判断され

た場合（主に区画道路にかかる⼟地）は、地区計画による建築制限を踏まえた⼯事計画となっているか確

認するため、各種申請及び提出書類の確認を⾏います。【手続きの流れは８ページのフローを参照】

３．地区計画の届出及び届出が必要な行為について（都市計画法 58 条の 2）

地区計画の区域内で、建物の建築や宅地造成などを行う場合は、工事着手の 30 日前までに役場

都市計画課に届出書の提出が必要になります。地区計画の届出が必要な行為かどうかについては、

事前相談にてご確認ください。

※区画道路上での開発行為や建物の建築等を行う場合、建築確認申請にて不適合になる可能性

があるほか、町より勧告を行う可能性がありますのでご注意ください。

開発行為以外の行為を行う場合

（戸建て建築など）

地区計画の届出は必要ありません。

地区計画の届出が必要となります。

開発行為を行う場合

開発行為以外の行為を行う場合

（戸建て建築など）

事前協議を行います（下記①へ）

事前相談において事前に協議が必要と判断された場合、

事前協議を行います（下記②へ）

開発行為を行う場合
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提出書類（様式）は、町のホームページでダウンロードできます。

（http://www.town.taketoyo.lg.jp）

【問合せ先】

武豊町役場 都市計画課

電話 （０５６９）７２－１１１１

４．地区計画の届出に必要な書類（都市計画法施行規則第 43 条の 9）

下記の表に従い、提出が必要な書類（正副２部）を役場都市計画課に提出してください。
また、提出が必要な書類が不明な場合は事前相談にてご相談ください。
提出いただいた届出書の内容を精査し、地区計画に適合するものは建築主または設計主に

適合の通知をします。適合しないものについては、指導・勧告を行い、地区計画に則すよう
に指導します。
届出されないと建築確認申請提出後の審査において不適合とされ、工事の着工ができない

恐れがあります。必ず事前に届出をしてください。

行為の種別 書類・図面等 備考

共通

□地区計画の届出書

□委任状
届出書について代理人を

おいている場合

□土地使用承諾書 敷地が他人の所有である場合

□公図写し

□その他資料
必要に応じ、事前相談、事前協議

にて提出をお願いします

土地の区画形質の変更

（道路の築造など）

□当該行為を行う土地の区域と

周辺の公共施設の位置図
縮尺 1/1,000 以上

□設計図 縮尺 1/100 以上

建築物の建築

工作物の設置

□敷地内における建築物

又は工作物の配置図
縮尺 1/100 以上

□立面図 縮尺 1/50 以上、２面以上

□各階平面図 縮尺 1/50 以上

http://www/
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５．手続きの流れ【開発許可を要する工事の場合】

事前相談

建築確認申請の提出

確認済書の交付

着工

建
築
確
認
申
請
が

必
要
な
場
合

事前協議
都市計画法第 32 条に基づく協議等において、

地区計画に従った工事計画を作成していただきます。

開発許可申請
開発許可を要する工事では、

地区計画の届出の提出は必要ありません。
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６．手続きの流れ【開発許可を要しない工事の場合】

１）工事着工までの流れ

建築確認申請の提出

（適合通知書の写し添付）

確認済書の交付

事前相談
工事を行わない場合についても、土地の売買等における注意事項を確認していただくために、事前相

談を行います。

事前協議
事前協議では、地区計画による建築制限を踏まえ
た工事の計画を作成していただきます。また、各

申請及び提出書類の確認を行います。

地区計画の届出の提出（工事着工の 30 日前までに提出）

地区計画への適合確認

※ご準備いただく書類等に
ついては、次ページを参
照してください。

設計の変更を指導
または、適合しない旨の通知

（指導・勧告）

不適合適合

建
築
確
認
申
請
が

必
要
な
場
合

※主に区画道路に
関わる工事を対象として、
事前協議を行います。

事
前
協
議
が
必
要
な
い
と

判
断
さ
れ
た
場
合

区画道路に関わる各種申請

適合通知の送付

着工

地区計画の届出を提出後、変更・中止する場合は『変更届書』を提出
（都市計画法第 58条の 2）

※一部、地区計画の届出と
同時に提出を求める書類
があります。
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２）事前協議を行う場合の建築確認申請までの手続きの流れ

事前相談において事前協議が必要となった場合、以下のフローで手続き等を行っていただきま

す。（開発許可を要する場合は不要）



用語集‐1

用語集

か行
●開発行為

建築物の建築または、特定工作物の建設の

ために行う土地の区画形質の変更のこと。

●開発許可

開発行為のうち、市街化区域内で行われる

一定規模を超える開発行為、又は、市街化調

整区域内で行われる開発行為に対し、知事の

許可が必要となる制度。

●開放廊下

十分な開放性を有する廊下。屋外部分とみ

なされ、原則として床面積に不算入とされる。

●拡幅道路（本計画上での定義）

地区計画上で地区施設として位置付けられ

た幅員４ｍ未満の既設道路で、緊急車両等の

円滑な走行のため、建築や建て直しに合わせ

て、建築行為等に係る後退敷地に関する指導

要綱に基づき、建物を後退していただき、幅

員４ｍを確保する道路。

●キュービクル

多くの電気を必要とする工場や大型商業施

設、病院などの施設において、電力会社との

契約によって高圧電力を受電する場合に、家

庭用電源のような低圧電力に変圧するための

施設。ビルの屋上や駐車場等に設置されてい

ることが多い。

●区画道路（本計画上での定義）

地区計画上で地区施設として位置づけられ

た道路で、未接道敷地の解消のために町が整

備区域を指定し、道路整備が必要な方が新た

に築造する道路。住宅街の形成に合わせ、必

要に応じて整備を行う。

●建築確認申請

建築物の建築、増築、改修や大規模な修繕

を行う際、建築物の設計や敷地配置などの計

画が建築基準などに適合しているか、建物の

建設工事に着工する前に都道府県の建築主事

または指定確認検査機関による確認を受ける

手続き。

●骨格道路（本計画上での定義）

地区計画上で地区施設として位置付けられ

た道路で、地区の利便性向上のために町が整

備を行う、地区内の交通の骨格となる道路。

さ行
●受水槽

団地、アパート、店舗や中高層ビルなどで、

水道管を通って送られてきた水をいったん貯

水するための施設。受水槽に水を受けた後に

利用者に給水する。

●承認工事

道路管理者以外が道路側溝へ排水接続工事

など、道路に関する工事を行う場合をしよう

とする場合には、道路法第 24 条により、申

請書の提出、道路管理者の承認が必要となる。

●袖壁

建物の外部に突き出した壁のこと。防火上

の目的としてや構造耐力を負担する壁として

設置される。

た行
●地区施設

地区計画の方針に従って、地区計画区域の

全体または一部に配置する、道路、公園、広

場などの施設。

●出窓

建物の壁より外に張り出した窓のこと。

は行
●分筆

登記簿で一つの土地とされている土地を複

数の土地に分割すること。

ま行
●未接道敷地

建築基準法第 43 条の接道義務を満たして

おらず、新築・改築等ができない土地。接道

義務とは建築物の敷地が 4ｍ以上の道路に 2

ｍ以上接していなければならないというもの。


	Ⅰ．地区計画のあらまし
	１．地区計画とは
	２．地区計画の構成
	３．地区計画策定のメリット

	Ⅱ．石曽根地区計画の解説
	１．まちづくりの方針について
	２．地区施設（道路）の位置づけ
	３．地区計画による建築物等に関する制限項目
	１）壁面の位置の制限
	２）壁面後退区域における工作物の設置の制限

	４．地区計画の方針図

	Ⅲ．地区計画区域内における手続き等について
	１．事前相談について
	２．事前協議について（上記、事前相談にて事前協議が必要となった場合）
	３．地区計画の届出及び届出が必要な行為について（都市計画法58条の2）
	４．地区計画の届出に必要な書類（都市計画法施行規則第43条の9）
	５．手続きの流れ【開発許可を要する工事の場合】
	６．手続きの流れ【開発許可を要しない工事の場合】
	１）工事着工までの流れ
	２）事前協議を行う場合の建築確認申請までの手続きの流れ


	用語集
	か行
	さ行
	た行
	は行
	ま行


